
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年８月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年４月２９日 ２０時３４分ごろ 

発生場所 山口県宇部港 宇部港西防波堤灯台から真方位２６３°３,９００ｍ付近

（概位 北緯３３°５６.０′ 東経１３１°１１.４′） 

事故調査の経過  平成２２年４月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 油タンカー 第二太
たい

陽
よう

丸、４９８トン 

   １３３６８３、有限会社寿シッピング 

   ６２.７７ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成４年１１月 

Ｂ 多目的防災船兼引き船 大
おお

浜
はま

、１１５トン 

   １４１０１２、西部マリン・サービス株式会社 

   ２６.８５ｍ×７.４０ｍ×３.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、９５６kＷ、平成２１年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６４年１月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年２月８日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１月４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４４歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年２月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１０月２４日 

    免状有効期間満了日 平成２６年２月８日 

 一等航海士Ｂ 男性 ３８歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１９年１１月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１１月２１日 

    免状有効期間満了日 平成２４年１１月２０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央外板に破口 

Ｂ 船首外板に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、宇部港の西部石油５号桟橋を離桟

し、掘下げ済水路へ向け約５ノット（kn）の速力で南東進中、Ｂ船は、船 
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長Ｂ、一等航海士Ｂほか２人が乗り組み、西部石油桟橋東方沖で同桟橋に

離着桟する船舶及び宇部港南方沖の西部石油シーバースの警戒業務に当た

り、一等航海士Ｂが操船し、風で流されたＢ船の監視位置を修正するため

約４kn の速力で西進中、平成２２年４月２９日２０時３４分ごろ、Ａ船の

左舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ａ船から軽油４６０ℓが流出したが、Ｂ船により航走拡散処理された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.１ｍ 

 その他の事項  船長Ａは、Ｂ船が接近してくることに気付いていたが、それまでも警戒

船が近づいてきて拡声器で用件を伝えることがあったことから、何かを伝

えに来るものと思い、衝突の直前まで危険を感じておらず、機関や舵の操

作はしなかった。 

 一等航海士Ｂは、操舵室後部で休息中の船長Ｂと会話をしながら前を見

て操船していたが、左舷船首方に着桟中の他船の方ばかりを見ていて、衝

突の直前までＡ船と接近していることに気付かず、衝突の直前に全速力後

進としたが、間に合わなかった。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、夜間、宇部港内を南東進中、船長Ａ

が、接近するＢ船に気付いていたものの、警戒船

であるＢ船が何かを伝えに来るものと思い込んで

いたことから、針路及び速力を保持していたもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、風で流された監視位置を修正するため

西進中、一等航海士Ｂが、左舷船首方に着桟中の

他船に意識を集中し、適切な見張りを行っていな

かったことから、Ａ船と接近していることに衝突

の直前まで気付かず、回避動作をとる時機が遅れ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、宇部港内において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が西進中、

船長Ａが、Ａ船に接近するＢ船が何かを伝えに来るものと思い込んで針路

及び速力を保持し、また、一等航海士Ｂが、適切な見張りを行っていなか

ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

備考 本事故後、西部石油桟橋を離桟する船舶から警戒船に対し、離桟する旨

を業務無線により連絡する体制がとられた。 

 




